
R6年度(4.1～翌年3.31) 宿毛拠点 横浜拠点 宇和島拠点 大洲拠点 四万十拠点 越谷拠点 全体

(1)配偶者が出産した男性労働者数 0 1 0 1 0 0 2

(2)育児休業等をした男性労働者数 0 0 0 1 0 0 1

50%

育児介護休業法の改正により300人以上の労働者がいる法人は、男性育休取得率をホームページで公表しなければならなくなりました。

青○の部分、人数抽出を9/24までにお願いします。

育児休業取得割合

※担当拠点の枠だけ入力し、提出してください。


